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事例①自治体主体による空き家の利活用の取組（高知県梼原町）

1

○地域内の空き家について、梼原町が改修・サブリースを行い移住定住者向けに提供。
○空き家の改修には、国土交通省、高知県の補助事業を活用。
○所有者にとっても、負担なしでのリフォーム・耐震化・水洗化・固定資産税免除などのメリット
○人口約3,200人であるが、平成25年～令和５年までに移住者が約240人となっている。
○一方、町内には不動産屋が不在。空き家バンクの運営などを委託できる団体があれば良いが、比較的人口規

模の小さな町では委託できるような団体がない。

（出典）梼原町資料を基に国土交通省作成

ゆすはら

高知県梼原町の事例高知県梼原町の事例



＜実績＞
空き家所有者の相談件数： 累計140件
サブリース物件数： 累計65軒
家探しの相談件数： 年間113組
※家探しの相談は、奄美群島在住者が
約3割と最も多い割合を占めている。

事例②NPO主体による空き家の利活用の取組（NPO法人あまみ空き家ラボ）

あまみ空き家ラボの事例あまみ空き家ラボの事例
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○2017年7月に設立。「所有者」「住む人」「地域」三方よしの空き家活用を目指し活動。
○NPOが大家から空き家を借り受け、転貸する「サブリース」に取り組んでいる。
○奄美群島内に立地するNPO運営の空き家を活用した様々なタイプの住まいや滞在型施設を会員制でシェアリ
ングするしくみづくりに着手。また、NPOの会員とチームを結成し、空き家問題や人材不足問題などの地域課
題を解決する仕組みづくりに取り組んでいる。

（出典）NPO法人あまみ空き家ラボ活動報告を基に国土交通省作成
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事例③PFIのスキームを活用した公的賃貸住宅の整備（茨城県境町）

3

○町外から新婚世帯、子育て世帯を呼び込むに際し、若者が住みたいと思うような魅力的な住宅が少なかった
ため、PFIのスキームを活用し、地域優良賃貸住宅を整備。

○退去後、およそ８割が町内で戸建て住宅を新築。移住から定住への好循環につながっている。
○現在までの累計転入者数は250人を超えている。
○また、単にハコモノを整備するだけでなく、総合的な移住政策として、子育て支援（特に英語教育）や、通

勤・通学者向けに町～東京駅のバス運行。町内での自動運転バス導入などにも取り組んでいる。

茨城県境町の事例茨城県境町の事例

（出典）境町資料を基に国土交通省作成
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事例④お試し居住施設による移住のきっかけづくり（高知県四万十町）1/4
第1回専門委員会資料３ 高瀬委員発表資料より再掲



事例④お試し居住施設による移住のきっかけづくり（高知県四万十町）2/4
第1回専門委員会資料３ 高瀬委員発表資料より再掲
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事例④お試し居住施設による移住のきっかけづくり（高知県四万十町）3/4
第1回専門委員会資料３ 高瀬委員発表資料より再掲
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事例④お試し居住施設による移住のきっかけづくり（高知県四万十町）4/4
第1回専門委員会資料３ 高瀬委員発表資料より再掲
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事例⑤自治体による住宅取得や交通費の支援の取組（栃木県小山市）

8

○ 子育て世代の移住促進に向けて、自治体が住宅取得や交通費の経済負担軽減のため、補助金による支援を
実施。

○ 移住、住宅取得支援、通勤についての3つの補助金により移住する子育て世代を支援。

栃木県小山市の事例栃木県小山市の事例

【移住支援金】
・5年以上、東京23区に在住または東京圏に在住し東京23区に通勤していた方が、就職・起業・テレワークな
どの要件を満たして小山市へ転入すると補助が受けられる。（単身での転入60万円、世帯での転入100万円
（子ども1人につき100万円の加算）、内閣府地方創生移住支援事業を活用）

【転入勤労者住宅取得支援補助金】
・東京圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）から転入して住宅を取得した場合、新築30万円・中古10万円
の支援。（要件に応じて加算され、新築最大50万円、中古最大20万円。）

【新幹線通勤定期券購入補助金】
・子育て世代が新幹線通勤定期券を購入し、東京圏へ通勤する場合、毎月最大1万円、36月分までを補助。

（出典）栃木県小山市HPを基に国土交通省作成

おやまし



事例⑥区域外就学制度を活用したデュアルスクールの取組（徳島県）
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○「二地域居住」や「地方移住」を促進する際の子どもの教育上の課題を解消するとともに、親の働き方改
革や、地方と都市の双方の視点を持った児童・生徒を育成することを目的に、徳島県独自の取組として
「デュアルスクール」を展開。

○「区域外就学制度」により、住民票のある市区町村教育委員会と、受け入れ先の市区町村教育委員会が協議
し承認されれば、保護者の短期居住にあわせ、住民票を異動させずに区域外の学校に転校することが可能※。

○徳島と都市部の二つの学校が一つの学校のように教育活動を展開し、両校間を１年間に複数回、行き来で
き、住所地の学校と受け入れ市町村内の学校、双方での授業日数が出席として認められる。

徳島県の事例徳島県の事例

（出典）徳島県HPを基に国土交通省作成

【デュアルスクールに期待される効果】
・ 地方と都市、 二つの学校の児童 ・ 生徒が同じ教室で共に学び、 交流することによる、 学校の活性化及び双方の視点 (デュアルな視点) 

を持った児童 ・ 生徒の育成
・二校間移動が容易になり、 地方と都市の交流人口が拡大
・ 学習進度の違いなど、 学校生活の不安を解消することによる、 地方と都市の二地域居住の可能性の拡大、さらには地方移住の促進

※二地域居住に伴う区域外の学校への通学は、文科省「地方移住等に伴う区域外就学制度の活用について（通知）」により区域外就学制度が活用できる
ことがH29年に周知されている。



区域外就学制度について

区域外就学の手続き

学校教育法施行令
第九条 児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校、中学校（併設型中学校を除く。）又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は
中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設
置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校における就
学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。
２ 市町村の教育委員会は、前項の承諾（当該市町村の設置する小学校、中学校（併設型中学校を除く。）又は義務教育学校への就学に係るものに限る。）を与
えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。

通常、住民票がある自治体において学齢簿を編製し、住民票がある自治体の設置する学校に就学
するが、住民票がある自治体の設置する学校以外の学校に就学する制度を区域外就学制度という。
基本的には、受け入れ先となる学校における就学を承諾する権限を有する者（※市町村立の場合
には、市町村教育委員会）が承諾をすれば、住民票を異動せずに、就学は可能となる。
まち・ひと・しごと創生総合戦略（２０１６改訂版）において、「地方への移住に伴う子供の就
学手続について区域外就学制度が活用できることを周知する」ことが明記されたことを受け、文
部科学省においても、平成29年に地方移住等に伴う区域外就学制度の活用について、各教育委員
会に通知を発出。また、文部科学省HP「就学事務Ｑ＆Ａ」にも掲載。
過去に、いわゆる二拠点居住、ワーケーションを行う保護者とともに普段の居住地から離れると
いった理由により、区域外就学を活用して受け入れた自治体は、小学校段階で134自治体（8％）、
中学校段階で89自治体（5％）である（R4.5.1現在）。

事例⑥区域外就学制度について(文科省提供資料)
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事例⑦保育園留学推進協議会（北海道厚沢部町）（令和５年度「地域づくり表彰」）



12

事例⑧地域公共交通の充実に向けた事例
第1回専門委員会資料４ 森田委員資料より再掲
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事例⑨長期滞在対策（滞在施設、子どもの教育対策、地域とのつながり醸成）に関する事例（北海道北見市の事
例）第1回専門委員会資料５ 田澤委員資料より再掲



○ 主な機能

スペース名 機能

コワーキング
スペース

フリーランス等の場所にとらわれない働き
方による共同作業場、ICT人材育成及び
就職に向けたスキルアップ、事業所の雇
用拡大支援機能

集中作業スペース 個人利用による作業場、テレワーク及び
ワーケーション機能

オフィススペース 奄美へ進出する企業のチャレンジ支援機
能、雇用創造支援拠点機能

商品開発スペース 特産品等の商品開発及びチャレンジ機能

会議スぺース 会議利用及び商談等の機能

キッズスペース イベント時の子供の一時預かり

カフェスペース 施設利用者の休憩所

○所在地 鹿児島県奄美市名瀬浦上町48-1
奄美市産業支援センター2階

○鉄筋コンクリート2階建
延床面積2015.158㎡

○２階部分に“奄美市WorkStyle Lab”を整備
延床面積427.1㎡

○総事業費：116,377千円
（うち奄振事業対象費108,388千円）

○ 奄美市WorkStyle Labの施設概要

施設外観

事例⑩定住・交流促進施設の事例（奄美市WorkStyle Lab）

14
●施設にはコミュニティマネージャーが常駐しており、フリーランスや島
内外企業の連携推進や各種相談に応じます。

コワーキングスペース
<キッズスペース><コワーキングスペース>

○情報通信産業及び場所にとらわれない働き方を行うフリーランス等の拠点施設として、令和３年７月に設置。
○奄美市産業支援センター２階部分にあり、延床面積は４２７.１㎡で、コワーキングスペースに加えて、集中作業スペース、オ
フィススペース、会議スペース、キッズスペース等を備える。
○多様な 働き方の研究、島内外の交流や協業によるビジネス性向上、創業者・フリーランス・ＩＣＴ 関連事業所の育成や事業拡
大の支援、企業誘致、ワーケーション支援、雇用及び就職支援を実施。

（出典）奄美市資料を基に国土交通省作成

<商品開発スペース>
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事例⑪特定地域づくり事業協同組合制度による通年での働く場の整備
（奄美市しまワーク協同組合）

（出典）総務省資料、奄美市しまワーク協同組合資料を基に国土交
通省作成

〇 団体名：奄美市しまワーク協同組合
〇 所在地：鹿児島県奄美市名瀬
〇 設立：令和５年５月
〇 事業概要
・令和５年に８社で設立された特定地域づくり事業
協同組合。
・今年度の派遣職員は５名を予定し、参加事業者の
もとで、ホテル業や農業等のマルチワークに従事。

〇「奄美市しまワーク協同組合」は2023年５月に設立。今回、観光、宿泊、農業、イベント企画などの事業
を行っている市内８事業所が参加。
〇移住者を中心に無期雇用派遣職員を雇用し、組合員の事業所の繁忙期などに合わせ、期間を限定して職員を
派遣。複数の仕事を組み合わせることにより、年間を通して働ける場を提供。
〇派遣職員の人件費や事務局の運営などにかかる経費の1/2を市町村から補助。

※特定地域づくり事業協同組合制度
地域の事業者で組合を立ち上げて、職員を雇用した上で、

事業者の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出し、雇
用した職員を参加事業者の職場に派遣することで、地域の担
い手の確保、移住・定住を促進する仕組み。
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地域づくり人材の雇用⇒所得の安定・社会保障の確保

事例⑪参考 特定地域づくり事業協同組合制度の概要（総務省資料）1/3

※令和 ５年 11 月時点において、全国で91組合（35道府県94市町村）が活動中。



事例⑪参考 特定地域づくり事業協同組合制度の概要（総務省資料）2/3

17（出典）総務省HPより引用



事例⑪参考 特定地域づくり事業協同組合制度の概要（総務省資料）3/3

18（出典）総務省HPより引用



事例⑫ 半農半Xを含めた移住就農支援の例（徳島県）
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事例⑬民間主体による半農半X推進の取組（瀬戸内ReFarming 株式会社 資料）1/5
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事例⑬民間主体による半農半X推進の取組（瀬戸内ReFarming 株式会社 資料）2/5
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事例⑬民間主体による半農半X推進の取組（瀬戸内ReFarming 株式会社 資料）3/5
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事例⑬民間主体による半農半X推進の取組（瀬戸内ReFarming 株式会社 資料）4/5
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事例⑬民間主体による半農半X推進の取組（瀬戸内ReFarming 株式会社 資料）5/5

瀬戸内ReFarming株式会社



本市における移住促進への取り組みにおいて、移住を支援するメニューは、一定程度充実しており、移住者が必要に応じて支援メニュー
を取捨選択できる状況となってはいるものの、コロナ禍を機とした地方移住への機運の高まりや自治体競争が激しくなるなか、今後は、移
住希望者のニーズを的確に捉え、本市がその選択肢のひとつとなるよう、本市の魅力を磨きつつ、どのような人々とどのような関係を構築
するのか、あるいは本市のまちづくりにおいて移住者をどう位置付け、何を期待するのか等の視点を念頭に、移住を希望する人へのアプ
ローチはもとより、仕事や生活面も含めたトータル的な支援を戦略的にマネジメントすることが必要となる。

事例⑭地方公共団体による移住者受入れ支援（岐阜県高山市の「移住戦略」）

25

○岐阜県高山市では、移住検討者への仕事や生活面も含めたトータル的な支援を戦略的に実施していくため、令和3年4月に「高山
市移住戦略」を策定。
○「飛騨高山ならではの魅力を伝える」、「移住者に寄り添う」、「多様な移住スタイルを支援する」を取り組みの柱として位置
づけ。
○移住者への支援として、移住に関する情報提供・支援・相談対応をワンストップで行う「飛騨高山移住定住サポートセンター」
の設置や、移住者が地域内で孤立しないよう、移住前から移住後までフォローができる体制を整えるための移住コーディネーター
「飛騨高山暮らし案内人」を設置。

○移住受入方針の明確化（高山市移住戦略（令和3年4月）より抜粋）

連携

飛騨高山暮らし案内人の活動内容
1.移住・定住に関する相談への対応
2.移住・定住に関する相談への対応のための高山市内の現
地案内
（令和４年４月より、Iターン者や地元出身者など５名が活動）

（飛騨高山暮らし案内人）

○移住者への支援の取組（飛騨高山移住定住サポートセンター、移住コーディネーター）

（出典）高山市資料を基に国土交通省作成
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事例⑮神明大杉再生検討会議（令和５年度「地域づくり表彰」）



事例⑯都道府県、市町村、民間等の多様な主体の連携事例
（諏訪圏移住交流推進事業連絡会）

27

○長野県では、６市町村（岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村）に加え、長野県諏訪地域振興局や宅建協会、
諏訪信用金庫、ハローワーク、移住者の会（すわなかま）などが参加して、平成26年に諏訪圏移住交流推進事業連絡会を組織。
公・民や市町村の枠を超えた広域による移住を推進。（事務局：長野県諏訪地域振興局）
○仕事、教育、医療や買い物など多くの面で密接な生活圏である特徴を活かし、合同による移住相談会の開催や移住ガイドブッ
ク作成など実際の生活に根付いた形での移住促進策を実施するとともに、空き家問題など共通の課題に対するアプローチも実施

○信州・諏訪６市町村 合同移住・交流ポータルサイトによる情報発信

○連絡会主催の合同移住イベントの開催

（出典）諏訪圏移住交流推進事業連絡会提供資料、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局資料を基に国土交通省作成

おかやし すわし ちのし しもすわまち ふじみまち はらむら

○諏訪圏移住交流推進事業連絡会の取組概要

県諏訪地域振興局
（事務局）

移住者の会（すわなかま）

宅建協会諏訪支部

住まい

諏訪地域6市町村

○諏訪圏移住交流推進事業連絡会の組織

多様な団体

行 政

お 金

各団体が専門性を活かし
トータルで移住希望者を支援

移住希望者

ハローワーク
商工会議所・商工会
県建築士会諏訪支部 等



事例①自治体主体による空き家の利活用の取組（高知県梼原町）
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ゆすはら事例⑰首都圏との連携による移住・二地域居住等促進（高知県四万十町）第1回専門委員会資料３
高瀬委員発表資料より再掲



事例⑱鳥取県日野町における「ふるさと住民票」の取組事例

○日野町では、まちにゆかりある町外在住者に対して、まちとの繋がりをより深めていただく「ふるさと住民
票」制度を創設。

○登録者に対して皆さんに「ふるさと住民カード」を発行し、広報紙や催し案内などの送付、パブリックコメ
ントへの参加など、各種サービスを提供

鳥取県日野町の事例鳥取県日野町の事例

【ふるさと住民票発行者に対するサービス】
•「ふるさと住民カード」の発行
•「広報ひの」、各種チラシなどの「ふるさと定期便」の
発送
•町の計画や政策へのパブリックコメントへの参加
•町の公共施設の住民料金での利用
•町内の伝統行事、イベントなどの紹介・案内

【登録対象者】
・日野町出身者
・日野町に通勤、通学している（していた）人
・ひの郷会、東京金持会、鳥取県人会等に所属し
ている人
・ふるさと納税制度で日野町に寄付いただいた人

など

ふるさと住民票の紹介チラシ

出典：鳥取県日野町資料に基づき国土交通省作成

ひのちょう
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